
アスベスト含有調査業務仕様書 

 

１ 業務名   

（仮称）道の駅アリストぬまくま改築工事アスベスト含有調査業務委託 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

本業務は、建物（工作物を含む）の「アスベスト含有の有無」について調査を行うことを

目的とする。 

 

４ 業務内容 

（１）アスベスト調査・分析業務委託は、石綿障害予防規則その他関係法令に基づき、以下の

調査を行う。 

 ① 調査単位 

棟単位、建築年度単位で実施する。 

 

② 履行場所及び調査対象建物 

住 所  福山市沼隈町大字常石１８０５番地 

建 物  屋外ステージ 

 

③  作業項目及び有資格者の有無 （ ○を適用 ） 

・  資料調査（一次スクリーニング）      ・ 目視調査（二次スクリーニング） 

・  サンプル採取            ・  分析調査（定性） 

・  分析調査（定量）           ・  調査報告書作成 

・  一般建築物石綿含有建材調査者    ・ 特定建築物石綿含有建材調査者 

 

④  査日時等 

試料採取作業方法等詳細については、発注者及び受注者の協議により定めるものと

する。 

 

⑤  調査方法 

調査は、厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（最新

版）」により実施し、アスベストの判定は、JIS A 1481-1（市販バルク材からの試料

採取及び定性的判定方法）により行う。 
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５ 報告事項 

受注者は、調査終了後速やかに、調査報告書（２部）を発注者に提出し、承諾を得ること。

なお、調査報告書には、以下の内容を記載すること。 

 

（１）調査箇所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無 

（２）調査箇所が分かる図面及び写真 

（３）アスベスト含有の有無を判断した根拠 

（４）分析調査を行った場合は、分析結果（分析写真）、採取年月日、検査方法及び単位 

 

６ 特記事項 

（１） 受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に安全

に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。 

（２） 受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を従事させること。なお、

法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務

を実施するものとする。 

 

７ その他 

この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の

うえ決定する。 


